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五
台
山
「
一
万
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々
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（1）

は
じ
め
に

平
成
二
十
六
年
度
岡
山
大
学
文
学
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
「〈
貧
困
社
会
〉
概
念

と
そ
の
実
態
に
関
す
る
学
際
的
研
究
」
で
は
、
文
学
部
公
開
講
座
「〈
貧
困
社
会
〉

へ
の
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
題
す
る
市
民
向
け
連
続
講
座
を
、
同
年
九
月
三
十

日
よ
り
五
週
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
っ
た
。
筆
者
は
第
一
回
の
「〈
貧
困
社
会
〉
救
済

事
業
と
し
て
の
文
殊
菩
薩
像
造
立
」
を
担
当
し
、
貧
者
や
病
者
を
救
済
す
る
文
殊

菩
薩
の
信
仰
と
造
像
の
系
譜
に
つ
い
て
の
べ
た
。
当
日
は
お
も
に
鎌
倉
時
代
の
仏

像
を
と
り
あ
げ
た
が
、
信
仰
の
源
泉
と
な
っ
た
経
典
や
、
中
国
の
説
話
に
も
言
及

す
る
な
か
で
、
五
台
山
（
中
国
山
西
省
）
の
文
殊
信
仰
が
、
平
安
時
代
彫
刻
史
に

も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
可
能
性
を
考
察
す
る
必
要
性
を
感
じ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
十
三
間
堂
の
名
で
知
ら
れ
る
蓮
華
王
院
本
堂
（
現
在
は
妙

法
院
が
管
理
）
の
千
体
千
手
観
音
菩
薩
像
に
代
表
さ
れ
る
大
量
造
像
に
つ
い
て
、

五
台
山
文
殊
信
仰
を
起
点
と
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

蓮
華
王
院
本
堂
は
、
後
白
河
上
皇
（
一
一
二
七
～
九
二
）
の
御
願
を
受
け
た

平
清
盛
（
一
一
一
八
～
八
一
）
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
、
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）

十
二
月
十
七
日
に
供
養
さ
れ
た（

1
）。
安
置
さ
れ
た
の
は
、
中
尊
の
千
手
観
音
坐
像
、

そ
し
て
千
一
体
に
お
よ
ぶ
等
身
千
手
観
音
立
像
で
あ
る
（
図
１
）。
平
安
時
代
後
期

に
は
百
体
以
上
、
と
き
に
は
千
体
に
お
よ
ぶ
同
一
の
尊
種
の
仏
像
を
、
一
堂
に
な

ら
べ
る
造
像
が
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
造
像
は
、「
数
量
功
徳
主
義
」

に
も
と
づ
く
現
象
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
平
安
時
代
人
は
数
多
く

の
仏
像
を
造
る
こ
と
じ
た
い
を
目
的
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

近
年
、
平
安
後
期
の
大
量
造
像
の
契
機
や
意
義
は
、
宋
代
の
信
仰
と
の
関

連
と
い
う
観
点
か
ら
再
考
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
清
凉
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寺
釈
迦
如
来
立
像
の
請
来
者
と
し
て
名
高
い
奝
然
（
九
三
八
～
一
〇
一
六
）
が
伝

え
た
、
五
台
山
の
「
一
万
文
殊
」
に
か
ん
す
る
情
報
と
、
十
一
世
紀
以
降
さ
か
ん

に
な
る
、
同
一
尊
の
仏
像
の
大
量
造
像
の
関
連
を
示
唆
す
る
、
奥
健
夫
氏
の
指
摘

で
あ
る（
2
）。
本
稿
で
は
奥
氏
の
指
摘
に
み
ち
び
か
れ
な
が
ら
、
奝
然
と
の
交
流
が

知
ら
れ
る
藤
原
道
隆
（
九
五
三
～
九
五
）
と
藤
原
実
資
（
九
五
七
～
一
〇
四
六
）
が
、

そ
れ
ぞ
れ
同
一
尊
の
画
像
を
一
万
体
制
作
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
最
初
期
の

大
量
造
像
と
し
て
理
解
す
る
。
続
い
て
、
道
隆
・
実
資
以
降
の
展
開
を
追
い
な
が
ら
、

大
量
造
像
の
歴
史
に
お
け
る
蓮
華
王
院
像
の
位
置
づ
け
を
こ
こ
ろ
み
る
。
さ
ら
に
、

像
内
に
納
入
さ
れ
た
摺
仏
の
図
像
や
表
現
を
検
討
し
、
後
白
河
に
よ
る
宋
風
受
容

と
い
う
視
点
か
ら
蓮
華
王
院
像
造
立
の
意
義
を
と
ら
え
て
み
た
い
。

一
、
奝
然
と
五
台
山
「
一
万
文
殊
」
像

蓮
華
王
院
像
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
、
数
量
の
問

題
を
と
り
あ
げ
た
お
も
な
論
考
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

田
中
教
忠
氏
は
、
蓮
華
王
院
創
建
当
時
か
ら
近
世
に
い
た
る
多
く
の
史
料
に
加

え
、
後
白
河
の
父
・
鳥
羽
上
皇
（
一
一
〇
三
～
五
六
）
の
御
願
に
よ
っ
て
、
清
盛

の
父
・
忠
盛
（
一
〇
九
六
～
一
一
五
三
）
が
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
に
白
河
の

地
に
造
営
し
た
、
得
長
寿
院
に
か
ん
す
る
史
料
を
収
集
し
た（
3
）。
得
長
寿
院
は
桁

行
三
十
三
間
と
い
う
長
大
な
堂
宇
で
、
中
尊
の
丈
六
聖
観
音
像
と
千
体
聖
観
音
立

像
を
安
置
し
て
い
た（
4
）。
堂
宇
の
規
模
と
千
体
像
の
安
置
と
い
う
ふ
た
つ
の
点
で
、

得
長
寿
院
は
蓮
華
王
院
の
先
駆
と
い
え
、
田
中
氏
は
早
く
も
そ
の
こ
と
に
注
目
し

て
い
た
の
だ
っ
た
。

丸
尾
彰
三
郎
氏
は
蓮
華
王
院
の
千
体
造
像
の
先
例
と
し
て
、
得
長
寿
院
像
と
と

も
に
、
や
は
り
白
河
の
千
体
阿
弥
陀
如
来
像
を
挙
げ
て
い
る（
5
）。
こ
の
像
は
、
鳥

羽
が
生
前
に
造
立
に
着
手
し
、
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
に
後
白
河
が
清
盛
の
造

進
に
よ
っ
て
千
体
を
完
成
す
る
と
と
も
に
、
堂
を
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
白

河
御
願
の
蓮
華
王
院
像
を
、
父
の
鳥
羽
に
よ
る
二
件
の
千
体
造
像
か
ら
の
系
譜
に

位
置
づ
け
る
視
点
は
、
多
く
の
研
究
者
に
継
承
さ
れ
て
い
る（
6
）。

蓮
華
王
院
の
大
量
造
像
を
論
ず
る
さ
い
、
つ
ね
に
言
及
さ
れ
る
の
が
、
速
水
侑

氏
に
よ
る
「
数
量
功
徳
主
義
」
と
い
う
み
か
た
で
あ
る（
7
）。
こ
れ
は
、
仏
像
の
法

量
や
員
数
、密
教
修
法
の
壇
の
数
な
ど
、数
量
の
多
寡
で
功
徳
を
は
か
る
信
仰
だ
が
、

そ
の
根
底
に
は
、
な
ん
ら
か
の
必
然
性
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
毛

利
久
氏
は
蓮
華
王
院
像
に
ふ
れ
る
さ
い
、
ぼ
う
だ
い
な
造
像
や
反
復
的
な
念
仏
な

ど
の
多
数
作
善
は
、「
仏
教
本
来
の
も
の
で
、
イ
ン
ド
や
中
国
に
お
い
て
の
同
様
の

事
実
を
あ
げ
る
こ
と
は
困
難
で
な
い
」と
の
見
解
を
し
め
す（
8
）。
簡
潔
な
指
摘
だ
が
、

平
安
後
期
の
仏
教
信
仰
と
国
外
の
動
向
の
類
似
性
へ
の
着
目
は
、
近
年
の
上
川
通

夫
氏
に
よ
る
、平
安
後
期
の
数
量
功
徳
主
義
は
「
北
宋
風
の
疑
似
性
」
を
意
味
す
る
、

と
の
指
摘（
9
）に
も
通
じ
、
興
味
深
い
。

蓮
華
王
院
像
へ
の
視
線
を
一
変
さ
せ
た
の
が
奥
健
夫
氏
で
あ
る（
10
）。
氏
は
奝
然

の
事
蹟
に
つ
い
て
の
べ
る
な
か
で
、『
続
左
丞
抄
』
所
収
の
永
延
二
年
（
九
八
八
）

二
月
八
日
の
官
符
案
を
と
り
あ
げ
た
。
本
史
料
は
、
奝
然
に
か
ん
す
る
研
究
で
は

つ
ね
に
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
美
術
史
研
究
上
に
お
い
て
も
重
要
な
記
述
を
含
ん

で
い
る
た
め
、
あ
ら
た
め
て
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う（
11
）。

（
前
略
）
抑
寔
雖
致
巡
礼
伝
法
□
功
、
未
遂
財
施
供
養
□
□
、
帰
朝
之
後
、
雖



− 148 − − 149 −

五
台
山
「
一
万
文
殊
」
像
か
ら
蓮
華
王
院
千
体
千
手
観
音
菩
薩
像
へ （
佐
々
木
）

（3）

馳
願
心
於
五
台
清
凉
之
雲
山
、
繋
供
養
於
一
万
文
殊
之
真
容
、
未
遂
件
願
心
、

因
之
差
嘉
因
法
師
、（
後
略
）

奝
然
は
永
観
元
年
（
九
八
三
）
に
渡
宋
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
の
帰
朝
に
あ

た
り
現
在
の
清
凉
寺
釈
迦
如
来
立
像
、
北
宋
皇
帝
太
宗
か
ら
下
賜
さ
れ
た
勅
版
一

切
経
な
ど
を
請
来
、
翌
年
に
は
そ
れ
ら
を
た
ず
さ
え
入
洛
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
の

永
延
二
年
（
九
八
八
）
に
は
、
弟
子
の
嘉
因
を
再
渡
宋
さ
せ
て
い
る（

12
）。
そ
の
目

的
の
ひ
と
つ
が
、
五
台
山
の
「
一
万
文
殊
之
真
容
」
へ
の
施
財
供
養
だ
っ
た
と
い

う
。
奥
氏
は
、「
一
万
文
殊
」
に
向
け
ら
れ
た
奝
然
の
信
仰
に
注
目
し
、
万
寿
四
年

（
一
〇
二
七
）
の
法
成
寺
釈
迦
堂
釈
迦
如
来
像
を
嚆
矢
と
す
る
、「
同
形
像
を
大
量

に
造
像
し
て
一
堂
に
安
置
す
る
風
習
が
宋
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す

る
」
と
い
う
、
重
要
な
提
言
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
平
安
後

期
の
大
量
造
像
が
宋
風
受
容
の
観
点
か
ら
も
検
証
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
、
あ
た

ら
し
い
視
点
を
提
示
し
た
点
で
、
お
お
い
に
注
目
さ
れ
る
。

五
台
山
は
文
殊
菩
薩
の
住
ま
う
清
凉
山
に
比
定
さ
れ
た
聖
地
で
、
円
仁
（
七
九
四

～
八
六
四
）
や
奝
然
ら
、
入
唐
・
入
宋
僧
が
篤
い
信
仰
を
寄
せ
た
。
東
晋
の
仏
駄

跋
陀
羅
（
三
五
九
～
四
二
九
）
訳
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』（
通
称
『
六
十
華
厳
』）「
菩

薩
住
処
品
」
は
、「
東
北
方
有
菩
薩
住
処
、
名
清
凉
山
、
過
去
諸
菩
薩
常
於
中
住
。

彼
現
菩
薩
、
名
文
殊
師
利
。
有
一
万
菩
薩
眷
属
、
常
為
説
法
。」（13
）、
ま
た
、
唐
の

実
叉
難
陀
（
六
五
二
～
七
一
〇
）
訳
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』（
通
称
『
八
十
華
厳
』）「
諸

菩
薩
住
処
品
」
は
、「
東
北
方
有
処
。
名
清
涼
山
。
従
昔
已
来
。
諸
菩
薩
衆
。
於
中

止
住
。
現
有
菩
薩
。
名
文
殊
師
利
。
与
其
眷
属
。
諸
菩
薩
衆
。
一
万
人
倶
。
常
在

其
中
。」（14
）
と
の
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
凉
山
に
は
文
殊
菩
薩
が
眷
属
の
菩
薩
一
万

人
と
と
も
に
住
ん
で
い
る

と
い
う
の
で
あ
る（

15
）。
こ

の
世
の
清
凉
山
と
目
さ
れ

た
五
台
山
に
も
ま
た
、
文

殊
と
眷
属
た
ち
が
住
ん
で

い
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
敦

煌
莫
高
窟
第
六
十
一
窟
壁

画
（
五
代
）
の
五
台
山
図

に
は
、「
万
菩
薩
楼
」
が

描
か
れ
て
い
る
（
図
２
）。

建
物
の
ま
わ
り
の
、
十
六

体
の
合
掌
す
る
菩
薩
た
ち

は
、
安
置
さ
れ
た
一
万
の

眷
属
像
を
意
味
す
る
と
思

わ
れ
る（

16
）。
ま
た
、
画

面
最
上
部
の
雲
に
乗
る
菩
薩
た
ち
も
、
お
な
じ
く
一
万
の
眷
属
と
考
え
ら
れ
て
い

る（
17
）。

奥
氏
は
、奝
然
の
施
財
の
対
象
に
つ
い
て
、志
磐
（
生
没
年
不
詳
）
撰
『
仏
祖
統
記
』

に
記
載
さ
れ
る
、
北
宋
・
太
平
興
国
五
年
（
九
八
〇
）
に
太
宗
が
造
ら
せ
、
五
台

山
の
「
真
容
院
」
に
安
置
し
た
「
金
銅
文
殊
万
菩
薩
像
」（18
）
を
想
定
し
て
い
る
。『
奝

然
入
宋
求
法
巡
礼
行
並
瑞
像
造
立
記
』（19
）
に
よ
れ
ば
、奝
然
は
雍
煕
元
年
（
九
八
四
）

四
月
七
日
に
五
台
山
大
花
厳
寺
真
容
院
を
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
さ
い
に
奝
然
は
「
金

銅
文
殊
万
菩
薩
像
」
を
拝
し
た
可
能
性
が
高
い
。

図 2　敦煌莫高窟第 61 窟　五台山図　万菩薩楼



− 146 − − 147 − （4）

と
こ
ろ
で
、
奝
然
の
い
う
「
一
万
文
殊
之
真
容
」
が
「
一
万
体
の
文
殊
像
」
と

解
釈
で
き
る
の
に
た
い
し
、『
六
十
華
厳
』に
説
く「
一
万
菩
薩
眷
属
」、そ
し
て『
八
十

華
厳
』
に
説
く
「
眷
属
諸
菩
薩
衆
一
万
人
」
が
、
文
字
ど
お
り
「（
文
殊
菩
薩
に
従

う
）
一
万
人
の
眷
属
」
を
意
味
す
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。『
仏
祖

統
記
』
に
い
う
「
金
銅
文
殊
万
菩
薩
像
」
も
、「
金
銅
製
の
文
殊
像
と
一
万
体
の
菩

薩
像
」
の
意
味
と
解
釈
さ
れ
、
中
国
側
の
通
念
は
あ
く
ま
で
も
、
文
殊
と
眷
属
菩

薩
を
区
別
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、「
一
万
文
殊
之
真
容
」
は
「
五

台
清
凉
之
雲
山
」
と
対
に
さ
れ
て
お
り
、
語
調
を
と
と
の
え
る
た
め
に
選
ば
れ
た

用
語
と
み
る
余
地
も
あ
る
。
奝
然
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、

「
一
万
体
の
文
殊
像
」
と
い
う
解
釈
が
可
能
な
文
言
が
あ
っ
て
こ
そ
、
平
安
後
期
の

同
一
尊
の
大
量
造
像
が
な
り
た
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（
20
）。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
の
ち
に
ま
た
考
察
を
加
え
た
い
。

二
、十
世
紀
末
～
十
一
世
紀
初
頭
の
一
万
体
画
像
制
作

泉
武
夫
氏
と
上
川
通
夫
氏
は
、
平
安
時
代
後
期
の
大
量
造
像
に
か
ん
す
る
史
料

を
博
捜
し
、
そ
の
意
義
を
検
証
し
て
い
る
。
泉
氏
は
、
個
人
蔵
千
体
愛
染
図
巻
に

つ
い
て
論
ず
る
な
か
で
、
愛
染
信
仰
が
さ
か
ん
に
な
る
後
三
条
朝
か
ら
平
安
末
期

に
い
た
る
年
代
（
一
〇
七
七
～
一
一
七
一
）
の
大
量
造
像
の
事
例
を
多
く
収
集
し

た（
21
）。
上
川
氏
は
、
考
察
の
対
象
と
す
る
年
代
を
、
鳥
羽
上
皇
中
宮
・
待
賢
門
院

藤
原
璋
子
（
一
一
〇
一
～
四
五
）
の
御
産
御
祈
が
続
い
た
大
治
年
間
（
一
一
二
六

～
三
一
）
に
絞
り
、
驚
く
べ
き
頻
度
で
大
量
造
像
が
く
り
か
え
さ
れ
た
事
実
を
指

摘
し
た（
22
）。
両
氏
の
考
察
は
、
大
治
年
間
を
大
量
造
像
の
ピ
ー
ク
と
み
る
点
で
共

通
す
る
が
、
本
稿
で
は
事
例
収
集
の
対
象
と
す
る
年
代
を
平
安
時
代
全
体
に
広
げ

て
み
た
い
（
年
表
）。
す
る
と
、
奝
然
帰
朝
の
記
憶
が
さ
め
や
ら
ぬ
十
世
紀
末
か
ら

十
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
例
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ

る
。ま

ず
注
目
し
た
い
の
は
、
関
白
藤
原
道
隆
に
よ
る
一
万
体
釈
迦
如
来
画
像
の
供

養
で
あ
る
。『
門
葉
記
』
に
は
、
こ
の
さ
い
の
願
文
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る（
23
）。

敬
白

奉
造
写
供
養
仏
堂
経
王
事

右
先
公
入
道
大
相
国
以
忠
事
君
、
以
信
帰
仏
。
雖
推
赤
誠
而
無
二
心
。
更
分

精
神
而
発
大
願
矣
。
即
卜
勝
地
以
立
道
場
。
積
善
寺
是
也
。（
中
略
）
奉
図

一
万
体
之
尊
容
。
奉
写
大
小
乗
之
妙
典
。（
中
略
）

正
暦
五
年
二
月
二
十
日

弟
子
関
白
正
二
位
藤
原
朝
臣
道
隆
敬
白

　
　
　
　
作
者
従
二
位
藤
原
朝
臣
有
国

積
善
寺
は
、
道
隆
が
父
・
兼
家
（
九
二
九
～
九
〇
）
の
法
興
院
の
な
か
に
造
営

し
た
寺
で
あ
る
。
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
二
月
十
七
日
、
積
善
寺
は
道
隆
の
奏
請

に
よ
り
、
一
条
天
皇
の
御
願
寺
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
一
万
体
の
尊
容
」
が
「
図

し
奉
」
ら
れ
、
か
つ
「
大
小
乗
の
妙
典
」（
一
切
経
）
が
「
写
し
奉
」
ら
れ
て
、
同

月
二
十
日
に
供
養
さ
れ
た
の
で
あ
る（
24
）。『
扶
桑
略
記
』
同
日
条
に
は
「
図
絵
釈
迦

一
万
体
」（25
）
と
あ
り
、
一
万
体
の
釈
迦
像
が
「
図
絵
」
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

積
善
寺
一
切
経
供
養
の
は
な
や
か
な
あ
り
さ
ま
は
、『
枕
草
子
』
第
二
六
三
段
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五
台
山
「
一
万
文
殊
」
像
か
ら
蓮
華
王
院
千
体
千
手
観
音
菩
薩
像
へ （
佐
々
木
）

（5）

に
異
例
の
長
文
で
の
べ
ら
れ
て
い
る（

26
）。
一
万
体
釈
迦
画
像
と
一
切
経
は
、
そ

う
し
た
晴
れ
の
場
で
供
養
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
道
隆
は
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
二

月
二
十
三
日
に
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
（『
日
本
紀
略
』
ほ
か
）、
正
暦
元
年
一
月

二
十
五
日
に
は
娘
の
定
子
が
一
条
天
皇
に
入
内
す
る
（『
日
本
紀
略
』
ほ
か
）。
同

年
五
月
十
三
日
に
は
氏
長
者
（『
公
卿
補
任
』（

27
））、
二
十
六
日
に
は
摂
政
と
な
っ

て
い
る
（『
公
卿
補
任
』、『
日
本
紀
略
』）。
正
暦
四
年
三
月
二
十
七
日
に
は
、
二
女

の
原
子
が
東
宮
居
貞
親
王
（
の
ち
の
三
条
天
皇
）
に
入
内
（『
小
右
記
』（

28
））、
四

月
二
十
二
日
に
は
関
白
と
な
る
（『
公
卿
補
任
』、『
日
本
紀
略
』）。
そ
し
て
、
正
暦

五
年
二
月
十
七
日
に
は
積
善
寺
の
御
願
寺
化
を
果
た
し
、
二
十
日
の
一
万
体
釈
迦

画
像
お
よ
び
一
切
経
の
供
養
に
い
た
っ
た
。
正
暦
年
間
は
道
隆
の
全
盛
期
で
あ
り
、

そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
積
善
寺
供
養
だ
っ
た
。
道
隆
は
翌
長
徳
元
年
（
九
九
五
）

に
没
す
る
の
で
、
そ
の
直
前
の
印
象
的
な
で
き
ご
と
だ
っ
た
と
い
え
る
。

正
暦
二
年
六
月
三
日
、
道
隆
は
、
嘉
因
が
宋
か
ら
請
来
し
た
文
殊
菩
薩
像
を
、

自
邸
の
東
三
条
殿
に
迎
え
て
い
る（

29
）。
こ
の
像
は
、
の
ち
に
道
隆
の
弟
の
道
長

（
九
六
六
～
一
〇
二
七
）
の
子
・
頼
通
（
九
九
二
～
一
〇
七
四
）
の
手
に
渡
り
、
宇

治
の
平
等
院
経
蔵
に
安
置
さ
れ
た
が（

30
）、
道
隆
と
奝
然
の
関
係
を
し
め
す
像
と
し

て
注
目
さ
れ
る
。
積
善
寺
の
一
万
体
釈
迦
画
像
供
養
は
、
道
隆
邸
へ
の
文
殊
像
安

置
の
三
年
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
。「
一
万
文
殊
之
真
容
」
へ
の
施
財
と
い
う
任
務
を

奝
然
か
ら
託
さ
れ
た
嘉
因
、
も
し
く
は
奝
然
本
人
か
ら
、
五
台
山
に
お
け
る
大
量

造
像
の
情
報
が
道
隆
に
も
た
ら
さ
れ
、
一
万
体
釈
迦
画
像
の
制
作
を
う
な
が
し
た

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

十
世
紀
末
～
十
一
世
紀
の
摂
関
家
に
よ
る
一
切
経
の
書
写
や
供
養
は
、
奝
然
請

来
の
「
蜀
版
」
と
し
て
名
高
い
勅
版
一
切
経
の
所
有
と
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
、

上
川
通
夫
氏
は
論
じ
て
い
る（

31
）。
積
善
寺
の
一
切
経
供
養
は
時
期
的
に
み
て
、
奝

然
の
勅
版
一
切
経
請
来
の
刺
激
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
供

養
さ
れ
た
一
万
体
釈
迦
画
像
も
ま
た
、
奝
然
の
影
響
下
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
実
態
は
不
明
だ
が
、
大
量
造
像
が
い
ま
だ
広
範
に
流
行

し
た
形
跡
が
み
ら
れ
な
い
時
期
だ
け
に
、
彫
像
と
画
像
と
の
ち
が
い
を
考
慮
し
て

も
な
お
、
一
万
と
い
う
ぼ
う
だ
い
な
数
の
一
致
は
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。

道
隆
に
や
や
遅
れ
て
一
万
体
造
像
を
お
こ
な
っ
た
の
が
、
藤
原
実
資
で
あ
る
。

実
資
の
日
記
『
小
右
記
』
に
は
、
三
件
の
大
量
造
像
が
し
る
さ
れ
て
い
る（

32
）。
ま

ず
は
、
奝
然
の
帰
朝
後
ま
も
な
い
永
祚
元
年
八
月
十
九
日
の
、「
小
児
等
身
百
躰
不

動
尊
像
」
の
制
作
が
あ
る
。
不
動
像
は
「
画
手
」
が
制
作
に
あ
た
り
、「
東
対
母

屋
・
庇
合
八
間
」
に
「
懸
け
奉
」
っ
た
と
い
う
か
ら
、
画
像
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
、
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
三
月
二
十
二
日
、
実
資
は
七
箇
日
を
限
っ

た
不
動
息
災
法
を
修
さ
せ
、新
た
に
「
一
万
不
動
尊
」
を
「
図
絵
」
し
た
。
さ
ら
に
、

治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
閏
九
月
十
八
日
に
は
、
さ
き
に
「
所
労
除
念
（
愈
カ
）」

の
た
め
に
発
願
し
た
「
一
万
躰
薬
師
如
来
」
を
造
像
し
て
い
る
。
こ
の
薬
師
像
が

彫
像
か
画
像
か
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、「
今
日
顕
し
奉
」
っ
た
と
の
記
述
か
ら
は

一
日
で
完
成
さ
れ
た
形
跡
が
よ
み
と
れ
、
や
は
り
画
像
と
み
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

道
隆
邸
に
は
嘉
因
請
来
の
文
殊
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
実
資
は
奝
然

の
行
動
を
し
ば
し
ば
『
小
右
記
』
に
記
録
し
て
い
る
。
永
延
元
年
六
月
八
日
条
に

は
、
大
雨
で
帰
寺
不
能
に
な
っ
た
奝
然
が
実
資
邸
に
泊
ま
っ
た
と
の
記
事
が
あ
り
、

親
密
な
交
流
が
知
ら
れ
る（

33
）。
奝
然
と
道
隆
・
実
資
の
関
係
は
、
奝
然
の
入
宋
前

に
さ
か
の
ぼ
る
。
清
凉
寺
釈
迦
像
に
納
入
さ
れ
た
「
奝
然
繋
念
人
交
名
帳
」
に
は
、

奝
然
の
入
宋
を
後
援
し
た
人
々
の
名
が
し
る
さ
れ
て
い
る（

34
）。
そ
こ
に
は
道
隆
と
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実
資
も
含
ま
れ
て
お
り
、
帰
朝
後
の
奝
然
か
ら
「
一
万
文
殊
」
の
情
報
を
入
手
で

き
る
だ
け
の
関
係
を
築
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
一
万
体
造
像
で
は
な
い
が
、
寛
弘
七
年
三
月
二
十
一
日
に
は
、「
皮
聖
」

こ
と
行
円
（
生
没
年
不
詳
）
が
行
願
寺
で
「
三
千
余
体
仏
像
」
を
「
図
絵
」
し
て

い
る（
35
）。
道
長
は
同
日
、
行
円
に
布
施
し
て
い
る
が
、
造
像
さ
れ
た
の
は
「
千
躰

仏
云
々
」
と
『
御
堂
関
白
記
』
に
し
る
し
て
い
る（
36
）。
ふ
た
つ
の
記
事
を
総
合
す

る
と
、
行
円
が
制
作
し
た
の
は
千
仏
図
、
ま
た
は
三
千
仏
図
だ
っ
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
千
仏
思
想
に
も
と
づ
く
造
像
で
あ
れ
ば
、
五
台
山
「
一
万
文
殊
」
と

の
直
接
の
関
連
は
み
い
だ
し
に
く
い
が
、
道
隆
や
実
資
と
同
時
代
の
大
量
造
像
と

し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

行
円
の
千
仏
（
三
千
仏
）
画
像
制
作
も
含
め
た
こ
れ
ら
の
事
蹟
は
、
十
世
紀
末

～
十
一
世
紀
初
頭
が
同
一
尊
の
大
量
造
像
の
歴
史
の
転
換
期
だ
っ
た
こ
と
を
も
の

が
た
る
。
そ
の
起
点
を
、寛
和
二
年
の
奝
然
の
帰
朝
、お
よ
び
五
台
山
「
一
万
文
殊
」

（
真
容
院
の
金
銅
文
殊
万
菩
薩
像
）
の
情
報
の
到
来
と
み
な
す
こ
と
は
、
奝
然
と
道

隆
・
実
資
の
関
係
か
ら
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

三
、
道
隆
・
実
資
以
降
の
動
向

実
資
の
一
万
体
薬
師
像
制
作
に
や
や
遅
れ
、
道
長
は
万
寿
四
年
に
法
成
寺
で
二

件
の
百
体
造
像
を
お
こ
な
っ
た（
37
）。
ひ
と
つ
は
、
五
月
三
日
に
阿
弥
陀
堂
で
供
養

さ
れ
た
、
等
身
不
動
明
王
の
「
絵
像
」
で
あ
る
。
続
い
て
、
八
月
二
十
三
日
に
は

釈
迦
堂
の
釈
迦
如
来
像
が
供
養
さ
れ
た
。
本
像
は
彫
像
に
よ
る
最
初
期
の
大
量
造

像
と
し
て
知
ら
れ
、中
尊
は
丈
六
像
、他
の
百
体
は
等
身
像
だ
っ
た
。
こ
の
構
成
は
、

の
ち
の
得
長
寿
院
像
や
蓮
華
王
院
像
に
う
け
つ
が
れ
て
ゆ
く
。

道
長
の
一
万
体
造
像
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
子
の
頼
通
の
時
代
に
は
、
じ
つ
に

五
万
体
も
の
天
部
画
像
が
制
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
契
機
は
、
妹
の
後
一
条
天
皇
中

宮
・
藤
原
威
子
（
九
九
九
～
一
〇
三
六
）
の
御
産
御
祈
だ
っ
た
。『
左
経
記
』
万
寿

五
年
（
長
元
元
年
、
一
〇
二
八
）
七
月
一
日
条
を
み
よ
う
（〈

　
〉
内
は
割
注
）（
38
）。

（
前
略
）
叉
令
行
四
天
王
供
、
東
方
、〈
斉
祇
闍
梨
、〉
南
方
、〈
仁
海
僧
都
、〉

西
方
、〈
延
尋
律
師
、〉
料
各
四
石
八
斗
、
但
仁
海
六
石
四
斗
、
油
各
一
升
五
合
、

叉
令
仁
海
供
加
利
天
、
料
物
油
如
前
、（
中
略
）
御
願
成
就
件
件
五
天
各
一
万

体
可
奉
書
供
之
由
有
御
願
、
件
天
等
始
従
寅
刻
奉
顕
御
等
身
、〈
料
各
三
石
、〉

送
師
房
、（
後
略
）

こ
の
日
は
四
天
王
供
が
あ
り
、「
雨
僧
正
」
の
異
名
で
著
名
な
仁
海
（
九
五
一
～

一
〇
四
六
）
が
南
方
尊
を
担
当
し
つ
つ
、「
加
利
天
」（
訶
梨
帝
母
）
の
供
養
も
お

こ
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
五
天
各
一
万
体
」
を
「
書
き
奉
る
べ
し
」
と
の
後
一

条
天
皇
の
御
願
が
あ
っ
た
。
以
上
の
経
緯
よ
り
、「
五
天
」
と
は
四
天
王
と
訶
梨
帝

母
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
ら
の
五
天
は
寅
の
刻
よ
り
「
御
等
身
」
像
と

し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
と
い
う
。

同
月
九
日
、
頼
通
は
法
成
寺
薬
師
堂
で
薬
師
経
と
観
音
経
を
転
読
さ
せ
、「
宮
の

御
産
の
事
を
祈
請
」
さ
せ
て
い
る（
39
）。
威
子
の
父
・
道
長
は
前
年
に
没
し
、
頼
通

は
摂
関
家
の
中
心
に
あ
っ
た
。
五
万
体
天
部
画
像
の
制
作
も
、
頼
通
の
関
与
に
よ
っ

て
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
頼
通
の
周
辺
で
大
規
模
造
像
が
お
こ
な
わ
れ
た
事

実
は
、
奝
然
請
来
の
勅
版
一
切
経
の
ゆ
く
え
と
関
連
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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台
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寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）、
道
長
は
勅
版
一
切
経
を
手
中
に
お
さ
め
、
三
年
後
の
治

安
元
年
八
月
一
日
に
は
法
成
寺
の
経
蔵
に
お
さ
め
た（

40
）。
道
長
の
没
後
、
勅
版
一

切
経
は
頼
通
に
継
承
さ
れ
、
天
喜
六
年
（
一
〇
五
八
）
の
法
成
寺
焼
失
ま
で
存
在

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
五
万
体
天
部
画
像
制
作
の
時
点
で
、
頼
通
は
勅
版
一
切

経
の
保
持
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
上
川
通
夫
氏
の
い
う
よ
う
に
、
北
宋
で
刊
行
さ

れ
た
勅
版
一
切
経
の
所
有
が
「
外
交
上
の
主
導
性
」
を
し
め
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
国
政
領
導
の
正
統
権
威
性
」
が
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば（

41
）、
道
隆
に
よ
っ

て
一
切
経
の
対
概
念
の
ご
と
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
一
万
体
造
像
に
つ
い
て
も
、

頼
通
は
摂
関
家
の
特
権
の
発
露
と
認
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
天
皇
御
願
像
に
し
て
、
と
き
の
関
白
頼
通
の
威
信
を
賭
け
た
造
像

だ
っ
た
と
は
い
え
、
五
万
体
も
の
等
身
の
画
像
を
供
養
す
る
こ
と
は
そ
う
と
う
に

困
難
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
泉
武
夫
氏
が
注
目
す
る
、『
水

左
記
』
の
記
事
は
重
要
で
あ
る
。
承
保
四
年
（
一
〇
七
七
）
八
月
十
九
・
二
十
日
に

源
俊
房
（
一
〇
三
五
～
一
一
二
一
）
が
描
か
せ
た
十
一
面
観
音
と
延
命
菩
薩
の
画

像
は
、
い
ず
れ
も
「
一
搩
手
半
（
筆
者
註
・
一
尺
二
寸
ま
た
は
一
尺
三
寸
）
像
一

体
」
を
画
面
中
央
に
、「
三
千
余
体
」
の
「
大
一
寸
許
」
の
像
を
周
囲
に
配
し
た
も

の
だ
っ
た
と
い
う
。
同
月
三
十
日
に
は
、
延
命
菩
薩
像
が
さ
ら
に
六
千
余
体
供
養

さ
れ
、
総
数
は
一
万
体
に
達
し
た（

42
）。
五
天
像
も
ま
た
、
中
尊
の
み
等
身
像
だ
っ

た
可
能
性
を
考
え
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
水
左
記
』
に
い
う
図
様
を
類
推
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
泉
氏
は
広
隆
寺
三
千

仏
図
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
室
生
寺
金
堂
の
伝
帝
釈
天
曼
荼
羅
は
、
九
世

紀
に
さ
か
の
ぼ
る
古
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
興
福
寺
国
宝
館
千
手
観
音

菩
薩
立
像
の
像
内
に
納
入
さ
れ
て
い
た
毘
沙
門
天
画
像
は
、
画
面
中
央
に
長
方
形

の
区
画
を
も
う
け
、
お
お
き
め
の
像
を
着
彩
で
描
き
、
周
囲
に
印
仏
を
多
数
捺
し

な
ら
べ
て
い
る
。
本
画
像
は
鎌
倉
時
代
に
降
る
作
例
で
、
尊
像
の
数
も
少
な
い
が
、

う
し
な
わ
れ
た
平
安
期
の
絵
画
作
例
の
形
式
を
し
の
ぶ
一
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

頼
通
の
曾
孫
・
藤
原
忠
実
（
一
〇
七
八
～
一
一
六
二
）
に
よ
っ
て
、
長
治
二
年

（
一
一
〇
五
）
に
造
像
さ
れ
た
愛
染
明
王
像
は
、
彫
像
と
絵
画
の
く
み
あ
わ
せ
に
よ

る
一
万
体
造
像
で
あ
る
。
七
月
七
日
、
忠
実
は
「
半
丈
六
愛
染
王
」
の
制
作
を
は

じ
め
る
と
と
も
に
、「
万
躰
同
仏
」
を
「
図
絵
」
し
た
。
そ
し
て
十
月
十
六
日
に
は
、

院
派
仏
師
の
祖
・
院
助
（
？
～
一
一
〇
八
）
が
「
愛
染
王
半
丈
六
御
首
」
を
忠
実

に
渡
し
て
お
り
、
こ
の
像
が
彫
像
と
判
明
す
る
。
同
日
、
絵
仏
師
範
順
が
「
万
体

愛
染
王
」
を
渡
し
て
い
る（

43
）。
画
像
の
法
量
は
不
明
だ
が
、
半
丈
六
の
彫
像
に
た

い
し
、
補
助
的
な
存
在
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、『
水
左
記
』
の
十
一

面
観
音
像
や
延
命
菩
薩
像
と
通
じ
る
。

同
一
尊
の
像
に
大
小
の
差
を
つ
け
て
大
量
に
造
像
す
る
方
法
は
、
奝
然
に
よ
る

「
一
万
体
の
文
殊
」
と
い
う
発
想
と
、『
華
厳
経
』
や
『
仏
祖
統
記
』
に
み
る
「
文

殊
菩
薩
と
一
万
の
眷
属
」
と
い
う
発
想
を
兼
ね
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ

と
き
わ
お
お
き
な
中
尊
に
た
い
し
、
周
囲
の
小
像
は
「
眷
属
」
と
呼
び
う
る
存
在

で
あ
る
。
か
つ
、
す
べ
て
が
同
一
尊
で
あ
る
点
は
「
一
万
文
殊
」
の
文
言
と
一
致

す
る
。
ふ
た
つ
の
解
釈
を
折
衷
す
る
と
、『
水
左
記
』
や
『
殿
暦
』
に
み
る
よ
う
な

造
像
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
形
式
に
の
っ
と
っ
た
彫
像
作
例
が
、
法
成
寺
釈
迦
堂
の
百
体
釈
迦
像
や
、

得
長
寿
院
と
蓮
華
王
院
の
千
体
観
音
像
で
あ
る
。
大
治
年
間
前
後
は
大
量
造
像
の

ピ
ー
ク
で
、
な
か
で
も
大
治
四
年
七
月
十
八
日
に
待
賢
門
院
が
供
養
し
た
不
動
明

王
千
体
画
像
は
、
最
終
的
に
一
万
体
を
め
ざ
す
も
の
だ
っ
た（

44
）。
た
だ
し
、
千
体
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を
超
え
る
彫
像
の
造
立
は
、
制
作
手
段
や
安
置
場
所
の
確
保
が
課
題
と
な
る
せ
い

か
、
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
状
況
に
あ
っ
て
、
長
承
元
年
の
得
長
寿
院
千
体
聖
観

音
像
は
特
筆
さ
れ
る
。
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
と
お
り
、
蓮
華
王
院
像
は
こ

の
得
長
寿
院
像
を
前
提
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

蓮
華
王
院
像
の
当
初
の
中
尊
の
規
模
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
現
存
す
る
再
興

像
が
、
髪
際
で
二
五
六
・
八
セ
ン
チ
（
八
尺
三
寸
四
分
）
を
は
か
る（
45
）
丈
六
像
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
お
な
じ
く
丈
六
像
だ
っ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

他
の
千
体
が
等
身
像
だ
っ
た
こ
と
は
、
現
存
す
る
当
初
像
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
さ
き
だ
つ
平
治
元
年
、
後
白
河
は
白
河
千
体
阿
弥
陀
堂
を
造
営
し（
46
）、
ま

た
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
に
は
法
住
寺
御
所
の
東
南
の
山
上
に
持
仏
堂
を
建
立
、

千
一
体
千
手
観
音
像
と
二
十
八
部
衆
像
を
安
置
し
て
い
る（
47
）。
鳥
羽
院
政
期
は
大

量
造
像
の
転
換
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
考
察
の
対
象
を
彫
像
、
そ
し
て
千
体

以
上
の
造
像
に
絞
る
と
、
後
白
河
の
動
向
は
き
わ
だ
っ
て
い
る（
48
）。

後
白
河
院
政
期
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
量
造
像
に
、
蓮
華
王
院
像
の
供
養
と
同
年

の
長
寛
二
年
九
月
二
十
二
日
に
東
大
寺
で
お
こ
な
わ
れ
た
、
公
家
御
祈
の
普
賢
延

命
菩
薩
像
の
造
像
が
あ
る
。
こ
の
さ
い
、「
丈
六
絵
像
」
と
と
も
に
「
同
摺
仏
万

躰
」
が
供
養
さ
れ
て
い
る（
49
）。
こ
の
公
家
御
祈
の
主
体
は
二
条
天
皇
（
一
一
四
三

～
六
五
）
の
は
ず
だ
が
、
後
白
河
の
関
与
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（
50
）。
導
師
は
興
福

寺
別
当
の
尋
範
（
一
一
〇
一
～
七
四
）
で
、
同
年
十
二
月
十
七
日
の
蓮
華
王
院
本

堂
供
養
で
も
導
師
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

後
白
河
を
核
と
す
る
人
脈
の
な
か
で
、
鳥
羽
院
政
期
を
凌
駕
す
る
大
量
造
像
へ
の

欲
求
が
、
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
蓮
華
王
院
千
体
千
手
観
音
像

現
在
の
蓮
華
王
院
像
は
、
丈
六
の
坐
像
を
中
尊
と
し
、
そ
の
左
右
に
五
百
体
ず

つ
等
身
の
立
像
が
な
ら
ぶ
構
成
を
と
る
。
建
長
元
年（
一
二
四
九
）の
火
災
に
よ
り
、

中
尊
を
は
じ
め
当
初
像
の
多
く
を
う
し
な
っ
た
が
、
一
二
四
体
が
残
っ
て
い
る
こ

と
は
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
後
、
後
嵯
峨
上
皇
が
復
興
造
像
を
す
す
め
、
文
永
三
年

（
一
二
六
六
）
に
落
慶
法
要
が
お
こ
な
わ
れ
た（
51
）。
千
手
像
の
前
に
は
鎌
倉
時
代
の

二
十
八
部
衆
立
像
が
な
ら
ぶ
が
、
創
建
期
の
状
況
を
明
確
に
伝
え
る
史
料
は
な
い
。

た
だ
し
、
平
安
末
期
の
『
今
鏡
』
は
「
天
龍
八
部
衆
」
の
存
在
を
し
る
し
て
お
り
、

二
十
八
部
衆
を
意
味
す
る
と
理
解
さ
れ
る（
52
）。

千
手
立
像
の
各
像
内
に
は
、
木
製
の
心
月
輪
と
と
も
に
、
数
十
枚
の
千
手
観
音

二
十
八
部
衆
像
の
摺
仏
が
納
入
さ
れ
て
い
た
。
摺
仏
は
四
種
が
知
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
過
去
の
報
告（
53
）
に
し
た
が
い
、
そ
れ
ぞ
れ
を
（
そ
の
一
）
～
（
そ
の
四
）

と
呼
び
（
図
３
～
６
）、「
長
寛
摺
仏
」
と
総
称
す
る
。

長
寛
摺
仏
の
中
尊
は
み
な
、
二
手
を
頭
上
に
掲
げ
て
掌
上
に
化
仏
を
乗
せ
る
千

手
観
音
立
像
で
あ
る
。
鎌
倉
再
興
期
の
像
に
も
摺
仏
が
納
入
さ
れ
る
が
、
中
尊
は

お
お
む
ね
、心
覚
（
一
一
一
七
～
八
〇
ま
た
は
八
二
）
撰
『
別
尊
雑
記
』
所
収
「
唐
本
」

に
も
と
づ
い
て
い
る（
54
）。
二
十
八
部
衆
は
、（
そ
の
一
）
の
み
千
手
の
手
前
に
風
神
・

雷
神
と
四
天
王
を
配
す
る
。
そ
の
他
は
、
す
べ
て
の
二
十
八
部
衆
が
千
手
の
左
右

に
な
ら
ん
で
立
つ
点
で
共
通
す
る
が
、（
そ
の
三
）
は
尊
種
が
若
干
異
な
る
。
天
蓋

や
台
座
の
形
状
は
さ
ま
ざ
ま
で
、（
そ
の
四
）
の
み
千
手
の
手
前
に
花
瓶
を
配
す
る
。

ま
た
、（
そ
の
一
）
を
除
く
三
種
に
は
二
重
の
界
線
に
よ
る
外
枠
が
あ
り
、
内
側
を

文
様
帯
と
す
る
。
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図5　千手観音二十八部衆立像摺仏（その3）　妙法院蔵図6　千手観音二十八部衆立像摺仏（その4）　妙法院蔵

図3　千手観音二十八部衆立像摺仏（その1）　妙法院蔵図4　千手観音二十八部衆立像摺仏（その2）　妙法院蔵
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後
白
河
の
千
手
信
仰
は
熊
野
信
仰
の
一
環
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る（
55
）。
千

手
は
熊
野
結
宮
の
本
地
仏
で
あ
り
、
後
白
河
は
熱
烈
な
熊
野
信
仰
の
延
長
線
上

に
、
千
手
信
仰
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
み
か
た
で
あ
る
。
た
だ
し
、
別
の
き
っ

か
け
も
考
え
ら
れ
る
。
澄
憲
（
一
一
二
六
～
一
二
〇
三
）
の
唱
導
を
多
数
お
さ
め

る
『
転
法
輪
鈔
』
の
、「
三
七
ヶ
日
御
逆
修
」
表
白（
56
）
に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ

こ
で
は
後
白
河
の
千
手
信
仰
に
つ
い
て
、「
千
手
千
眼
之
尊
ハ
多
年
御
本
尊
也
、
持

念
既
及
四
十
七
年
、
造
等
身
尊
容
者
一
千
躰
之
建
立
安
置
伽
藍
者
三
十
五
間
（
中

略
）
一
伝
本
尊
霊
像
御
以
来
毎
日
勤
行
全
無
怠
、（
後
略
）」
と
の
べ
る
。
後
白
河

は
四
十
七
年
に
わ
た
り
千
手
観
音
を
信
仰
し
て
お
り
、
ひ
と
た
び
「
本
尊
霊
像
」

を
伝
え
て
以
来
、「
毎
日
勤
行
」
は
怠
り
な
い
、
と
い
う
。「
造
等
身
尊
容
者
一
千

躰
之
建
立
」
が
、
蓮
華
王
院
像
の
造
立
を
さ
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

続
く
「
本
尊
由
来
」
の
段
に
は
、
阿
部
泰
郎
氏
も
注
目
す
る
と
お
り（
57
）、
後
白

河
の
千
手
信
仰
に
か
ん
す
る
興
味
深
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。

（
前
略
）
我
君
ハ
久
安
元
年
八
月
廿
二
日
母
儀
待
賢
一
院
御
没
後
中
陰
五
十
日

以
後
三
井
尹
（
寺
カ
）
僧
都
道
覚
号
隆
明
僧
正
本
尊
也
ト
千
手
観
音
幷
廿
八

部
衆
像
一
鋪
進
上
之
彼
歳
御
行
年
十
九
歳
ノ
御
年
也
自
彼
歳
為
御
本
尊
御
行

法
于
今
無
退
転
毎
月
御
所
作
十
八
日
千
手
経
卅
三
巻
同
陀
羅
尼
千
反
（
後
略
）

こ
の
箇
所
で
は
、
生
母
・
待
賢
門
院
が
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
八
月
二
十
二

日
に
崩
御
し
た
さ
い
、
園
城
寺
（
三
井
寺
）
僧
の
隆
明
が
所
持
し
た
と
い
わ
れ
る

千
手
二
十
八
部
衆
画
像
を
、
お
な
じ
く
園
城
寺
の
道
覚
か
ら
献
上
さ
れ
た
こ
と
を
、

後
白
河
の
千
手
信
仰
の
出
発
点
と
し
る
し
て
い
る
。
後
白
河
の
「
毎
日
勤
行
」
の

さ
い
の
「
本
尊
霊
像
」
と
は
、
こ
の
画
像
を
意
味
す
る
と
み
て
よ
い
。

隆
明
（
一
〇
一
九
～
一
一
〇
四
）
は
藤
原
隆
家
の
子
で
、
道
隆
の
孫
に
あ
た
る
。

白
河
法
皇
の
周
辺
で
活
躍
し
、
園
城
寺
長
吏
を
つ
と
め
、
大
僧
正
に
昇
進
し
た
。

三
室
戸
寺
に
現
存
す
る
釈
迦
如
来
立
像
は
、
隆
明
が
奝
然
請
来
の
清
凉
寺
像
を
模

刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
道
覚
（
生
没
年
不
詳
）
は
そ
の
弟
子
で
あ
る
。
表
白
の
「
千

手
千
眼
之
尊
ハ
多
年
御
本
尊
也
、
持
念
既
及
四
十
七
年
」、
す
な
わ
ち
、
画
像
の
献

上
か
ら
か
ぞ
え
て
持
念
が
四
十
七
年
に
お
よ
ん
だ
と
の
記
述
は
具
体
的
で
、
信
憑

性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
後
白
河
は
園
城
寺
を
篤
く
信
仰
し
て
お
り（
58
）、「
本
尊
由

来
」
の
内
容
に
は
必
然
性
が
あ
る
。
な
お
、
久
安
元
年
か
ら
四
十
七
年
目
は
、
後

白
河
の
最
晩
年
の
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
に
あ
た
る
。

隆
明
は
、
初
の
熊
野
三
山
検
校
と
な
っ
た
聖
護
院
の
増
誉
（
一
〇
三
二
～

一
一
一
六
）
の
叔
父
で
、
み
ず
か
ら
も
修
験
に
通
じ
た
と
い
う（
59
）。
こ
の
点
よ

り
、
弟
子
の
道
覚
に
よ
る
画
像
の
献
上
も
、
熊
野
信
仰
と
の
関
係
か
ら
理
解
し
う

る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
当
時
の
後
白
河
は
十
九
歳
で
即
位
前
で
あ
り
、
熊

野
信
仰
に
没
頭
し
た
時
期
よ
り
も
か
な
り
若
年
だ
っ
た
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
熊
野

信
仰
を
基
盤
と
し
て
後
白
河
が
千
手
信
仰
に
進
ん
だ
と
い
う
よ
り
、
は
じ
め
に
千

手
二
十
八
部
衆
画
像
の
献
上
が
あ
っ
た
と
み
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
白
河
は
、
く
り
か
え
し
千
手
二
十
八
部
衆
像
を
造
っ
て
い
た（
60
）。
信
仰
の
根
底

に
は
、
若
き
日
か
ら
本
尊
と
し
て
き
た
、
園
城
寺
由
来
の
千
手
二
十
八
部
衆
画
像

へ
の
愛
着
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

蓮
華
王
院
の
尊
像
構
成
と
長
寛
摺
仏
は
、
二
十
八
部
衆
が
存
在
す
る
点
で
隆
明

所
持
の
画
像
と
共
通
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
隆
明
所
持
の
画
像
を
原
本
と
し
て
彫

像
や
摺
仏
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
即
座
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
画
像
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の
様
相
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
現
存
す
る
彫
像
や
摺
仏
と
の
図
像
比
較

は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
千
手
観
音
幷
廿
八
部
衆
像
」
と
い
う
枠
組
み
の
共

通
性
は
み
の
が
せ
な
い
。
後
白
河
の
千
手
信
仰
が
、
画
像
に
描
か
れ
た
具
体
的
な

イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
点
で
、「
本
尊
由
来
」
の
記
述
は

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
く
こ
と
で
、
蓮
華
王
院
像
は
後
白
河

に
よ
る
久
安
元
年
以
来
の
信
仰
の
集
大
成
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
隆
明
所
持
の
画

像
は
、
蓮
華
王
院
の
造
像
に
お
い
て
直
接
の
典
拠
と
は
な
ら
な
く
と
も
、
信
仰
的

根
幹
と
し
て
お
お
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

五
、
摺
仏
納
入
と
宋
風
受
容

長
寛
摺
仏
の
お
お
き
な
特
徴
は
、
千
手
観
音
が
二
手
を
頭
上
に
高
く
掲
げ
、
掌
上

に
化
仏
を
乗
せ
る
形
式
で
あ
る
。
聖
護
院
本
熊
野
曼
荼
羅
に
結
宮
本
地
仏
と
し
て
描

か
れ
る
千
手
観
音
像
も
ま
た
、
同
様
の
形
式
を
し
め
す
。
石
田
尚
豊
氏
が
注
目
す
る

よ
う
に
、
聖
護
院
本
に
は
智
証
大
師
円
珍
像
や
、
円
珍
に
由
来
す
る
天
弓
愛
染
明
王

像
が
描
か
れ
て
お
り
、
園
城
寺
系
の
作
画
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る（

61
）。
後
白

河
の
千
手
信
仰
は
園
城
寺
僧
・
隆
明
所
持
の
画
像
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
、
長
寛

摺
仏
の
千
手
像
が
聖
護
院
本
の
千
手
像
と
お
な
じ
形
式
を
と
る
こ
と
に
矛
盾
は
な

い
。
問
題
は
、
石
田
氏
が
こ
の
形
式
の
千
手
像
を
、
敦
煌
や
ト
ル
フ
ァ
ン
の
諸
作

例
と
の
比
較
か
ら
、
中
国
図
像
に
由
来
す
る
も
の
と
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。

長
寛
摺
仏
の
二
十
八
部
衆
に
は
、
梵
天
、
帝
釈
天
、
功
徳
天
、
婆
薮
仙
人
な
ど
、

し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
像
と
と
も
に
、
一
部
に
特
徴
あ
る
像
が
含
ま
れ
て
い
る
。（
そ

の
一
）
で
は
、
千
手
観
音
の
手
前
に
風
神
・
雷
神
と
四
尊
の
着
甲
像
が
描
か
れ
る
。

こ
の
配
置
は
他
に
例
を
み
な
い
。
着
甲
像
の
う
ち
一
尊
は
左
掌
上
に
塔
を
乗
せ
る

こ
と
か
ら
多
聞
天
と
み
ら
れ
、
こ
の
四
尊
は
四
天
王
と
判
明
す
る
。
各
尊
が
後
ろ

向
き
で
ひ
ざ
ま
ず
く
こ
と
や
、弓
矢
を
執
る
像
な
ど
は
、日
本
で
は
類
例
が
少
な
く
、

中
国
由
来
の
図
像
に
も
と
づ
く
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
そ
の
二
）
～
（
そ
の
四
）
に
は
、
象
頭
人
身
の
像
（
図
７
）
が
千
手
の
右
手
の

列
の
最
上
段
に
描
か
れ
る
。
同
様
の
像
は
、文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
造
立
の
東
京
・

観
音
寺
千
手
観
音
菩
薩
立
像
の
像
内
に
納
入
さ
れ
た
、
宋
代
の
作
と
み
ら
れ
る
千

手
観
音
二
十
八
部
衆
摺
仏
に
も
存
在
す
る
。
日
本
の
作
例
に
目
を
向
け
る
と
、
南

北
朝
時
代
の
禅
林
寺
本
千
手
観
音
二
十
八
部
衆
像
に
は
、
象
頭
の
冠
を
つ
け
る
像

が
描
か
れ
、
短
冊
形
に
「
第
六
五
部
浄
居
」
の
尊
名
が
付
さ
れ
る
。
ま
た
、
鎌
倉

時
代
の
個
人
蔵
千
手
観
音
二
十
八
部
衆
像（

62
）
は
同
様
の
像
を
「
□
魔
羅
天
」
と

し
て
い
る
。
彫
刻
作
例
で
は
、
現
在
の
蓮
華
王
院
や
東
京
・
観
音
寺
に
同
様
の
像

が
み
ら
れ
、
と
く
に
観
音
寺
像
の
像
内
に
は
、
文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
の
年
紀

と
と
も
に
、「
五
部
浄
居
」
の
尊
名
が
墨
書
さ
れ
る（

63
）。
こ
れ
ら
の
像
は
、
善
無

畏
（
六
三
七

～
七
三
五
）

訳
『
千
手
観

音
造
次
第
法

儀
軌
』（

64
）
に

説
か
れ
る
、

「
五
部
浄
居
炎

摩
羅
」
に
該

当
す
る
と
み

図7　千手観音二十八部衆立像摺仏（その2） 
　　 毘奈夜迦　妙法院蔵
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ら
れ
る
が
、
儀
軌
は
そ
の
像
容
を
「
色
紫
白
、
左
手
持
炎
摩
幢
、
右
手
女
竿
」
と

の
べ
る
の
み
で
、
象
頭
に
か
ん
す
る
規
定
は
な
い
。
長
寛
摺
仏
の
よ
う
に
完
全
な

象
頭
を
あ
ら
わ
す
例
は
、
彫
像
で
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
東
京
国
立
博
物
館
二
十
八

部
衆
面
（
天
野
社
伝
来
）
に
含
ま
れ
る
、
か
つ
て
「
炎
魔
天
」
の
銘
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
面（
65
）、
画
像
で
は
室
町
時
代
（
十
五
世
紀
）
の
京
都
・
善
峯
寺
本（
66
）
を
挙

げ
う
る
が
、
稀
少
と
い
え
る
。

濱
田
瑞
美
氏
は
、
莫
高
屈
第
一
四
八
窟
（
盛
唐
）
や
楡
林
窟
第
三
六
窟
（
五
代
）

な
ど
、
敦
煌
壁
画
の
千
手
千
眼
観
音
変
に
象
頭
人
身
の
毘
奈
（
那
）
夜
迦
、
す
な

わ
ち
歓
喜
天
が
描
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
67
）。
ま
た
、
ギ
メ
美
術
館
に
所

蔵
さ
れ
る
二
点
の
千
手
千
眼
観
音
菩
薩
図
に
も
、
象
頭
人
身
の
像
が
み
ら
れ
る
。

と
く
に
、
五
代
・
天
福
八
年
（
九
四
三
）
本
で
は
、
こ
の
像
に
「
毘
那
耶
歌
」
の

名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
（
図
８
）（68
）。
こ
う
し
た
作
例
か
ら
、摺
仏
（
そ
の
二
）
～
（
そ

の
四
）
に
み
る
象
頭
人
身
像
も
ま
た
、
毘
奈
夜
迦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
敦
煌

の
毘
奈
夜
迦
は
明
王
に
付
随
す
る
存
在
だ
が
、
画
像
全
体
の
中
尊
で
あ
る
千
手
観

音
の
眷
属
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
、
二
十
八
部
衆
の
一
尊
に
成
長
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。（
そ
の
一
）
に
み
る
異
形
の
四
天
王
像
と
同
様
、
象
頭
の
毘
奈
夜

迦
は
（
そ
の
二
）
～
（
そ
の
四
）
の
お
お
き
な
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
い
ま
だ
類

型
化
の
み
ら
れ
な
い
二
十
八
部
衆
像
の
存
在
は
、
長
寛
摺
仏
が
中
国
画
を
も
と
に

制
作
さ
れ
た
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
。

宋
代
の
千
手
二
十
八
部
衆
像
の
様
相
は
、『
別
尊
雑
記
』「
千
手
」
所
収
の
「
唐
本
」

か
ら
推
測
さ
れ
る
。
本
図
像
は
「
私
追
加
之
」
の
注
記
か
ら
、
撰
者
の
心
覚
が
知

り
え
た
唐
本
図
像
を
「
私
に
」『
別
尊
雑
記
』
に
加
え
た
こ
と
が
判
明
す
る
。「
唐
本
」

と
あ
る
が
、
裙
裾
の
ち
り
ち
り
と
波
打
つ
衣
褶
線
な
ど
か
ら
、
じ
っ
さ
い
に
は
宋

代
図
像
の
写
し

と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
と
と
も
に

注
目
す
べ
き
作

例
に
、
さ
き
に

ふ
れ
た
観
音
寺

千
手
観
音
像
の

納
入
摺
仏
（
図

９
）
が
あ
る
。

本
摺
仏
の
右
上

に
は
開
版
地
と

み
ら
れ
る
「
清

水
寺
」
の
文
字

が
あ
る
。
光
背

の
よ
う
に
広
が
っ
た
お
び
た
だ
し
い
脇
手
を
稠
密
に
描
き
出
す
点
は
、
南
宋
初
期

（
十
二
世
紀
半
ば
）
の
台
北
故
宮
博
物
院
本（
69
）、
宋
風
が
顕
著
な
鎌
倉
時
代
の
広

島
・
耕
三
寺
本
や
幽
玄
斎
本（
70
）
と
類
似
す
る
。
複
雑
な
図
容
を
彫
出
す
る
技
術
は

高
く
、
宋
代
摺
仏
の
貴
重
な
現
存
作
例
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
板
木
の
摩
滅
に
よ
り

像
容
は
不
分
明
だ
が
、
千
手
観
音
の
両
脇
に
は
二
十
八
部
衆
が
従
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
二
作
例
の
存
在
か
ら
、
長
寛
摺
仏
が
制
作
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
宋
代
の
千

手
二
十
八
部
衆
像
が
請
来
さ
れ
て
い
た
事
実
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

長
寛
摺
仏
の
粘
り
強
く
、
引
き
締
ま
っ
た
均
質
な
版
刻
線
は
、
北
宋
・
雍
煕
元
年

（
九
八
四
）
の
清
凉
寺
弥
勒
菩
薩
坐
像
摺
仏
を
は
じ
め
と
す
る
、
宋
代
作
例
を
範
と 図 8　千手千眼観音菩薩図　毘那耶歌　ギメ美術館蔵
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す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
図
容
は
緻
密
で
、
千
手
観
音
の
微
細
な
頭
上
面
、
重
な

り
合
う
脇
手
と
そ
れ
ぞ
れ
の
手
に
執
ら
れ
る
持
物
、
と
く
に
（
そ
の
一
）（
そ
の
二
）

の
裙
裾
に
み
ら
れ
る
重
層
的
な
衣
の
ひ
だ
の
表
現
は
的
確
で
あ
る
。
二
十
八
部
衆

は
密
集
し
て
居
並
ぶ
が
、
各
尊
の
像
容
は
周
到
に
描
き
分
け
ら
れ
、
お
互
い
の
位

置
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
も
よ
く
計
算
さ
れ
て
い
る
た
め
、
個
々
の
存
在
が
き
わ
だ
ち
、

独
立
し
た
尊
像
と
し
て
も
鑑
賞
に
堪
え
る
。
総
じ
て
長
寛
摺
仏
は
下
絵
の
描
写
力
、

そ
し
て
彫
・
摺
の
技
法
と
も
非
常
に
高
度
で
、
中
国
摺
仏
の
特
性
を
深
く
理
解
し

た
工
人
の
手
に
よ
る
も
の
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。

全
体
の
構
成
で
は
、
二
重
の
界
線
に
よ
る
外
枠
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。
中
国

摺
仏
は
こ
う
し
た
外
枠
を
も
つ
も
の
が
多
く
、
そ
れ
ら
を
日
本
で
筆
写
し
た
白
描

図
像
に
も
外
枠
が
描
か
れ
て
い
る（

71
）。（
そ
の
二
）
～
（
そ
の
四
）
の
外
枠
の
唐
草

文
も
、
中
国
摺
仏
に
一
般
的
な
要
素
で
あ
る
。（
そ
の
四
）
の
外
枠
に
は
独
鈷
杵
が

描
か
れ
て
い
る
。
中
国
作
例
で
は
、
五
代
～
北
宋
初
期
の
ギ
メ
美
術
館
本
千
手
千

眼
観
音
菩
薩
坐
像
摺
仏
に
独
鈷
杵
、
清
凉
寺
弥
勒
摺
仏
に
五
鈷
杵
が
み
ら
れ
る
ほ

か
、
呉
越
国
王
銭
俶
（
銭
弘
俶
、
九
二
九
～
八
八
）「
印
造
」
の
摺
仏
を
筆
写
し
た
、

大
東
急
記
念
文
庫
本
応
現
観
音
図
像
に
も
三
鈷
杵
が
描
か
れ
る
。
応
現
観
音
図
像

の
原
本
と
な
っ
た
摺
仏
は
北
宋
・
開
宝
七
年
（
九
七
四
）
の
開
版
で
あ
る
可
能
性

が
高
く（

72
）、
北
宋
初
期
の
摺
仏
の
様
相
を
伝
え
る
実
作
例
と
し
て
重
要
性
が
高
い
。

こ
れ
ら
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
長
寛
摺
仏
は
中
国
摺
仏
の
様
式
お
よ
び
形
式
を
よ

く
伝
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
制
作
過
程
は
、
請
来
図
像
を
下
絵
と
し
、

摺
仏
の
様
式
・
形
式
に
倣
っ
て
版
画
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
摺
仏
を
そ
の
ま
ま
模

刻
す
る
か
の
い
ず
れ
か
と
み
ら
れ
る
。
長
寛
摺
仏
の
な
か
に
、
中
国
摺
仏
の
模
刻

が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

平
安
時
代
後
期
に
は
、「
唐
摺
本
」「
唐
本
曼
荼
羅
摺
本
」
な
ど
の
文
言
が
諸
史

料
に
あ
ら
わ
れ
、
中
国
版
画
の
受
容
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（

73
）。
と

く
に
、
十
二
世
紀
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
立
図
書
館
本
仁
王
経
曼
荼
羅
図
像
に
は
「
唐

摺
本
云
々
」
の
注
記
が
あ
り
、
請
来
摺
仏
の
写
し
で
あ
る
可
能
性
を
し
め
す
と
と

も
に
、
当
時
の
人
々
が
「
唐
摺
本
」
と
い
う
概
念
を
い
か
に
と
ら
え
て
い
た
か
を

具
体
的
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
細
勁
な
墨
線
、
複
雑
な
図
様
を
的
確
に
造
形
す

る
描
写
力
は
、
長
寛
摺
仏
に
も
共
通
す
る
要
素
と
い
え
る
。
中
国
摺
仏
の
諸
要
素

を
よ
く
継
承
す
る
長
寛
摺
仏
が
、「
唐
摺
本
」
の
範
疇
に
入
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て

い
た
な
ら
ば
、
蓮
華
王
院
像
を
内
側
か
ら
宋
風
化
す
る
役
割
を
期
待
さ
れ
た
も
の

と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
摺
仏
の
像
内
納
入
と
い
う
信
仰
形

態
じ
た
い
が
、
北
宋
の
先
例
を
追
う
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
清
凉
寺
釈
迦
像
の
存

在
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

図9　千手観音二十八部衆立像摺仏　観音寺蔵
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蓮
華
王
院
像
は
千
体
造
像
と
い
う
点
に
お
い
て
、
得
長
寿
院
像
の
延
長
線
上
に

位
置
す
る
が
、
類
似
点
は
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
得
長
寿
院
像
は
像
内
に
「
千
体

小
仏
」
を
納
入
し
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
点
で
も
蓮
華
王
院
像
の
前
提
と
位
置
づ

け
ら
れ
る（
74
）。
蓮
華
王
院
の
各
像
に
は
、
数
十
枚
の
千
手
観
音
二
十
八
部
衆
像
の

摺
仏
が
納
入
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
摺
仏
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
千
手
観
音
像
を
加

え
れ
ば
、
堂
全
体
で
そ
の
数
は
数
万
体
に
達
す
る
の
で
あ
る（
75
）。
等
身
像
を
千
体

な
ら
べ
る
た
め
に
必
要
な
堂
宇
の
規
模
は
、
現
在
の
三
十
三
間
堂
が
雄
弁
に
も
の

が
た
っ
て
お
り
、
等
身
像
に
よ
る
一
万
体
造
像
は
実
現
不
可
能
に
近
い
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
し
か
し
、「
小
仏
」
や
摺
仏
を
納
入
す
れ
ば
、
一
万
体
造
像
は
可
能

と
な
る
。
奝
然
が
伝
え
た
「
一
万
文
殊
」
の
記
憶
は
、
平
安
末
期
に
は
薄
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
が（
76
）、
待
賢
門
院
の
不
動
明
王
画
像
制
作
の
よ
う
に
、
一
万
体
造

像
の
系
譜
は
連
綿
と
続
い
て
い
た
。
ま
た
、
同
年
の
普
賢
延
命
「
摺
仏
」
一
万
体

の
制
作
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
白
河
の
周
辺
で
は
版
画
が
た
し
か
に
注
目

さ
れ
て
い
た
。
大
量
造
像
の
究
極
の
か
た
ち
と
し
て
、
摺
仏
を
含
め
た
一
万
体
造

像
を
、
稀
代
の
傑
物
・
後
白
河
が
意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
捨
て
切
れ
な
い
。

お
わ
り
に

蓮
華
王
院
像
の
ふ
た
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
、
大
量
造
像
と
摺
仏
の
像
内
納

入
を
宋
風
受
容
と
み
な
す
と
き
、
そ
の
推
進
力
と
し
て
、
後
白
河
の
宋
代
仏
教
へ

の
傾
倒
ぶ
り
が
注
目
さ
れ
る
。
嘉
応
～
承
安
（
一
一
六
九
～
七
五
）
ご
ろ
、
後
白

河
は
明
州
の
阿
育
王
山
舎
利
殿
建
立
に
協
力
し
、
材
木
を
寄
進
し
た（
77
）。
養
和
元

年
（
一
一
八
一
）
と
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
に
は
、
阿
育
王
信
仰
に
も
と
づ
く

八
万
四
千
塔
を
造
立
し
て
い
る（
78
）。
さ
ら
に
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
に
は
、
臨

安
（
杭
州
）
霊
隠
寺
の
住
持
だ
っ
た
仏
海
禅
師
慧
遠
を
天
台
座
主
と
し
て
招
聘
す

る
と
い
う
、
驚
く
べ
き
構
想
を
抱
い
た
の
で
あ
る（
79
）。
崩
御
前
年
の
建
久
二
年
に

は
、清
凉
寺
釈
迦
像
を
礼
拝
す
る
と
と
も
に
、模
刻
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
『
転

法
輪
鈔
』
所
収
の
結
願
表
白
か
ら
知
ら
れ
る（
80
）。

こ
の
表
白
は
、
後
白
河
を
梁
の
武
帝（
四
六
四
～
五
四
九
）に
な
ぞ
ら
え
る
意
識
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
注
目
さ
れ
る
。
九
条
兼
実
（
一
一
四
九
～
一
二
〇
七
）

も
ま
た
、
後
白
河
崩
御
に
あ
た
っ
て
「
帰
依
仏
教
之
徳
、
殆
甚
於
梁
武
帝
」
と
評
し

て
い
る（
81
）。
後
白
河
に
よ
る
旺
盛
な
宋
代
仏
教
文
化
の
摂
取
は
、
崇
仏
の
皇
帝
と

し
て
知
ら
れ
る
梁
武
帝
と
の
同
一
視
を
原
動
力
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
み
ず
か
ら
出
家
し
、
仏
教
の
内
護
者
と
し
て
の
顔
を
も
ち
あ
わ
せ
た
後
白
河

に
と
っ
て
、「
梁
武
帝
の
再
来
」の
称
号
は
な
に
よ
り
の
賞
賛
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

註
（
１
）		『
百
錬
抄
』同
日
条
。
以
下
、『
百
錬
抄
』は『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』本
を
使
用
し
た
。

（
２
）		奥
健
夫『
清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
』（『
日
本
の
美
術
』五
一
三
）至
文
堂
、
平
成
二
十
一
年
。

（
３
）		田
中
教
忠『
蓮
華
王
院
三
十
三
間
御
堂
考
』田
中
忠
三
郎
、
昭
和
七
年
。

（
４
）		『
中
右
記
』長
承
元
年（
一
一
三
二
）三
月
九
日
条
。
以
下
、『
中
右
記
』は『
増
補
史
料
大
成
』本

を
使
用
し
た
。

（
５
）		丸
尾
彰
三
郎
「
史
実
篇
」（『
蓮
華
王
院
本
堂
千
躰
千
手
観
音
像
修
理
報
告
書
』
妙
法
院
、
昭
和

三
十
二
年
）。

（
６
）		内
田
隆
子
「
千
体
仏
に
つ
い
て
―
千
仏
・
印
仏
・
千
体
仏
―
」（『
近
畿
地
方
に
お
け
る
千
体

仏
の
基
礎
的
調
査
』
㈶
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、
昭
和
五
十
七
年
）、
宇
野
茂
樹
「
蓮
華
王
院

―
御
堂
と
千
躰
仏
―
」（
古
代
学
協
会
編
『
後
白
河
院

　動
乱
期
の
天
皇
』
吉
川
弘
文
館
、
平

成
五
年
）、
武
笠
朗
「
平
清
盛
の
信
仰
と
平
氏
の
造
寺
・
造
仏
（
上
）・（
下
）」（『
実
践
女
子
大

学
美
学
美
術
史
学
』一
三
・
一
四
、
平
成
十
・
十
一
年
）、
同「
蓮
華
王
院
長
寛
造
像
の
研
究（
一
）
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五
台
山
「
一
万
文
殊
」
像
か
ら
蓮
華
王
院
千
体
千
手
観
音
菩
薩
像
へ （
佐
々
木
）

（15）

―
創
建
の
経
緯
と
造
立
仏
師
の
検
討
―
」（『
実
践
女
子
大
学
美
学
美
術
史
学
』
二
一
、
平
成

十
九
年
）ほ
か
。

（
７
）  速
水
侑『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
年
。

（
８
）  毛
利
久
「
三
十
三
間
堂
の
彫
刻
―
草
創
と
再
興
―
」（
山
根
有
三
ほ
か
『
日
本
古
寺
美
術
全
集
』

二
五

　三
十
三
間
堂
と
洛
中
・
東
山
の
古
寺
、
集
英
社
、
昭
和
五
十
六
年
）。

（
９
）  上
川
通
夫「
中
世
仏
教
と「
日
本
国
」」（『
日
本
史
研
究
』四
六
三
、
平
成
十
三
年
。
同『
日
本
中

世
仏
教
形
成
史
論
』校
倉
書
房
、
平
成
十
九
年
、
所
収
）。

（
10
）  

註
２
奥
氏
書
。

（
11
）  『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』二
七
。

（
12
）  

上
川
通
夫
「
奝
然
入
宋
の
歴
史
的
意
義
」（『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集

　日
本
文
化
学
科

編
』五
〇
、平
成
十
四
年
。
同『
日
本
中
世
仏
教
形
成
史
論
』校
倉
書
房
、平
成
十
九
年
、所
収
）。

（
13
）  『
大
正
蔵
経
』九
―
五
九
〇
ａ
。

（
14
）  『
大
正
蔵
経
』一
〇
―
二
四
一
ｂ
。

（
15
）  

頼
富
本
宏「
五
台
山
の
文
殊
信
仰
」（『
密
教
学
研
究
』一
八
、昭
和
六
十
一
年
。
頼
富
本
宏
編『
密

教
大
系
』一
〇

　密
教
美
術
Ⅰ
、
法
蔵
館
、
平
成
六
年
、
所
収
）。

（
16
）  

五
台
山
の
ほ
か
、
唐
代
の
大
暦
二
年
（
七
六
七
）
に
は
、
不
空
が
長
安
化
度
寺
の
護
国
万
菩
薩

堂
を
開
い
て
い
る
こ
と
が
、『
代
宗
朝
贈
司
空
大
弁
正
広
智
三
蔵
和
上
表
制
集
』（『
大
正
蔵
経
』

五
二
―
八
三
四
ｃ
）
か
ら
知
ら
れ
る
。
中
田
美
絵
「
五
台
山
文
殊
信
仰
と
王
権
―
唐
朝
代
宗
期

に
お
け
る
金
閣
寺
修
築
の
分
析
を
通
じ
て
―
」（『
東
方
学
』
一
一
七
、
平
成
二
十
一
年
）、
高

瀬
奈
津
子
「
中
唐
期
に
お
け
る
五
台
山
普
通
院
の
研
究
―
そ
の
成
立
と
仏
教
教
団
と
の
関
係

―
」（『
札
幌
大
学
総
合
論
叢
』三
六
、
平
成
二
十
五
年
）参
照
。

（
17
）  

日
比
野
丈
夫
・
小
野
勝
年『
五
台
山
』（『
東
洋
文
庫
』五
九
三
、
平
凡
社
、
平
成
七
年
）。
な
お
、

現
存
す
る
五
台
山
顕
通
寺
銅
殿
（
明
代
）
の
堂
内
壁
面
に
は
、
浮
彫
の
万
仏
坐
像
が
あ
ら
わ
さ

れ
る
が
、
千
仏
と
同
様
の
如
来
形
で
あ
る
。

（
18
）  『
大
正
蔵
経
』四
九
―
三
九
七
ｃ
。

（
19
）  『
平
安
遺
文
』九
、
№
四
五
六
七
。
奝
然
の
入
宋
時
の
動
向
に
か
ん
し
て
は
、
註
12
上
川
氏
論

文
お
よ
び
註
２
奥
氏
書
を
参
照
。

（
20
）  「
一
万
文
殊
」の
用
例
は
、
高
麗
の
一
念（
一
二
〇
六
～
八
九
）撰『
三
国
遺
事
』の
月
精
寺
に
か

ん
す
る
記
事
に
も
み
ら
れ
る
（『
大
正
蔵
経
』
四
九
―
九
九
八
ｃ
、
九
九
九
ａ
）。『
続
左
丞
抄
』

所
引
官
符
案
と
同
様
、
中
国
の
国
外
で
「
一
万
文
殊
」
の
概
念
が
存
在
し
て
い
た
形
跡
と
し
て

興
味
深
い
。
松
本
真
輔「
菩
薩
の
化
現
・
現
相
―
中
国
五
台
山
の
文
殊
菩
薩
化
現
信
仰
と
朝
鮮

王
朝
世
祖
代
に
お
け
る
如
来
・
菩
薩
の
現
相
―
」（
藤
巻
和
宏
編
『
聖
地
と
聖
人
の
東
西
―
起

源
は
い
か
に
語
ら
れ
る
か
―
』勉
誠
出
版
、
平
成
二
十
三
年
）参
照
。

（
21
）  

泉
武
夫「
愛
染
王
法
と
千
体
画
巻
」（『
學
叢
』二
二
、
平
成
十
二
年
。
同『
仏
画
の
尊
容
表
現
』

中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
二
十
二
年
、
所
収
）。

（
22
）  

上
川
通
夫「
大
治
年
間
の
造
寺
造
仏
事
業
」（『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集

　日
本
文
化
学
科

編
』五
六
、
平
成
十
九
年
）。

（
23
）  『
大
正
図
像
』一
二
―
三
一
七
ｂ
。
本
願
文
を
と
り
あ
げ
た
論
考
に
、
工
藤
美
和
子「
忠
を
以
て

君
に
事
へ
、
信
を
以
て
仏
に
帰
す
―
一
〇
～
一
一
世
紀
の
願
文
と
転
輪
聖
王
」（
同
『
平
安
期

の
願
文
と
仏
教
的
世
界
観
』思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
年
）が
あ
る
。

（
24
）  『
日
本
紀
略
』正
暦
五
年
二
月
二
十
日
条
。
以
下
、『
日
本
紀
略
』は『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』本

を
使
用
し
た
。

（
25
）  『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』一
二
。

（
26
）  

古
瀬
雅
義
「『
枕
草
子
』
積
善
寺
供
養
章
段
の
構
成
―
時
間
軸
の
不
統
一
と
モ
ザ
イ
ク
的
様
相
」

（『
国
文
学
攷
』一
八
七
、
平
成
十
七
年
）。

（
27
）  

以
下
、『
公
卿
補
任
』は『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』本
を
使
用
し
た
。

（
28
）  

以
下
、『
小
右
記
』は『
大
日
本
古
記
録
』本
を
使
用
し
た
。

（
29
）  『
日
本
紀
略
』
同
日
条
ほ
か
。
荒
木
計
子
「
奝
然
将
来
の
五
台
山
文
殊
の
行
方
」（『
学
苑
』

六
六
八
、
平
成
七
年
）参
照
。

（
30
）  

註
29
荒
木
氏
論
文
。
手
島
崇
裕
氏
は
、
本
像
が
太
宗
勅
願
の
金
銅
万
菩
薩
像
の
一
体
で
あ
る

可
能
性
を
説
く
。
非
常
に
興
味
深
い
見
解
だ
が
、
本
像
は
騎
獅
文
殊
像
だ
っ
た
こ
と
が
小
島

裕
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
群
像
で
あ
る
眷
属
像
の
一
体
と
み
る
こ
と
は
む
ず
か

し
い
。
手
島
崇
裕「
入
宋
僧
と
三
国
世
界
観
―
そ
の
言
動
に
お
け
る
天
竺
と
五
臺
山
」（『
歴
史

の
理
論
と
教
育
』一
二
九
・
一
三
〇
、
平
成
二
〇
年
。
同『
平
安
時
代
の
対
外
関
係
と
仏
教
』校

倉
書
房
、
平
成
二
十
六
年
、
所
収
）、
小
島
裕
子「
五
台
山
文
殊
を
謡
う
歌
―
『
梁
塵
秘
抄
』よ

り
、
嵯
峨
清
凉
寺
奝
然
の
五
尊
文
殊
請
来
説
を
問
う
―
」（
真
鍋
俊
照
『
仏
教
文
化
と
歴
史
文

化
』法
蔵
館
、
平
成
十
七
年
）参
照
。

（
31
）  
一
切
経
の
受
容
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
上
川
通
夫「
一
切
経
と
中
世
の
仏
教
」（『
年
報
中
世
史

研
究
』二
四
、平
成
十
一
年
。
同『
日
本
中
世
仏
教
史
料
論
』吉
川
弘
文
館
、平
成
二
十
年
、所
収
）

を
参
照
。
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（
32
）		
三
橋
正
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』
続
群
書
類
従
刊
行
会
、
平
成
十
二
年
、
五
〇
五
頁

の
表
を
参
照
。

（
33
）		

奝
然
と
実
資
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
荒
木
計
子「
入
宋
僧
奝
然
と
清
凉
寺
建
立
の
諸
問
題（
下
）

―
帰
国
後
の
奝
然
と
義
蔵
の
行
動
―
」（『
学
苑
』四
九
二
、
昭
和
五
十
五
年
）を
参
照
。

（
34
）		註
33
荒
木
氏
論
文
、
石
井
正
敏「
入
宋
巡
礼
僧
」（
荒
野
泰
典
・
石
井
正
敏
・
村
井
章
介
編『
ア

ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
』Ⅴ

　自
意
識
と
相
互
理
解
、
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
五
年
）。

（
35
）		『
日
本
紀
略
』同
日
条
。

（
36
）		『
御
堂
関
白
記
』同
日
条（『
大
日
本
古
記
録

　御
堂
関
白
記
』中
）。

（
37
）		い
ず
れ
も『
小
右
記
』同
日
条
。

（
38
）		以
下
、『
左
経
記
』は『
増
補
史
料
大
成
』本
を
参
照
し
た
。

（
39
）		『
左
経
記
』同
日
条
。

（
40
）		『
小
右
記
』同
日
条
。

（
41
）		註
31
上
川
氏
論
文
。

（
42
）		い
ず
れ
も『
水
左
記
』同
日
条（『
増
補
史
料
大
成
』八
）。

（
43
）		い
ず
れ
も『
殿
暦
』同
日
条（『
大
日
本
古
記
録

　殿
暦
』二
）。

（
44
）		『
中
右
記
』
同
日
条
。
こ
の
事
例
は
、
お
も
に
摂
関
家
が
主
導
し
て
き
た
一
万
体
造
像
に
、
院

権
力
が
参
入
し
た
こ
と
を
し
め
す
点
で
も
重
要
で
あ
る
。

（
45
）		根
立
研
介
・
副
島
弘
道
「
千
手
観
音
像

　妙
法
院

　一

　中
尊
（
千
手
観
音
菩
薩
坐
像
）」（
水

野
敬
三
郎
編
『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

　鎌
倉
時
代

　造
像
銘
記
篇
』
八
、
中
央
公
論
美

術
出
版
、
平
成
二
十
二
年
）。

（
46
）		『
山
槐
記
』平
治
元
年
二
月
二
十
二
日
条（『
増
補
史
料
大
成
』二
六
）。

（
47
）		『
百
錬
抄
』
同
日
条
。『
粉
河
寺
縁
起
』
は
中
尊
を
三
尺
像
と
す
る
。
三
崎
義
泉
「
妙
法
院
・

三
十
三
間
堂
、
そ
の
信
仰
の
歴
史
」（
宇
佐
見
英
治
・
三
崎
義
泉『
古
寺
巡
礼

　京
都
』一
四

　

妙
法
院
・
三
十
三
間
堂
、
淡
交
社
、
昭
和
五
十
二
年
）参
照
。

（
48
）		承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
三
月
十
五
日
、
後
白
河
と
清
盛
は
福
原
で
千
僧
供
養
を
お
こ
な
っ
た

（『
百
錬
抄
』
同
日
条
）。『
古
今
著
聞
集
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
さ
い
仏
一
千
体
が
置
か
れ
た
と
い

う
。
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
清
盛
主
導
の
事
業
だ
っ
た
こ
と
は
考
慮
す
べ
き
だ
が
、
後
白
河

関
連
の
千
体
造
像
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
註
６
武
笠
氏
論
文（
平
成
十
年
）参
照
。

（
49
）		中
島
俊
司
編『
醍
醐
雑
事
記
』醍
醐
寺
、
昭
和
四
十
八
年
、
三
四
八
頁
。

（
50
）		森
由
紀
恵「
後
白
河
院
と
法
勝
寺
千
僧
御
読
経
」（『
古
代
学
』四
、
平
成
二
十
四
年
）。「
摺
仏
」

の
制
作
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
仏
教
版
画
の
呼
称
に
つ
い
て
」（『
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館

紀
要
』一
五
、
平
成
二
十
三
年
）参
照
。

（
51
）		蓮
華
王
院
の
歴
史
と
千
体
千
手
像
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
丸
尾
彰
三
郎「
千
手
観
音
菩
薩
像

　

妙
法
院
」（
丸
尾
彰
三
郎
ほ
か
編『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

　平
安
時
代

　造
像
銘
記
篇
』

八
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
四
十
六
年
）、
註
45
水
野
氏
編
書
を
参
照
。

（
52
）		註
47
三
崎
氏
論
文
。

（
53
）		註
51
丸
尾
氏
解
説
。

（
54
）		『
大
正
図
像
』三
―
二
一
〇
。

（
55
）		中
野
玄
三「
千
手
観
音
像（
長
寛
仏
）」（
註
47
宇
佐
見
・
三
崎
氏
書
）、
註
６
武
笠
氏
論
文
（
平

成
十
九
年
）ほ
か
。

（
56
）		永
井
義
憲
・
淸
水
有
聖
編
『
安
居
院
唱
導
集
』
上
巻
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
、
二
四
七

～
二
四
八
頁
。

（
57
）		阿
部
泰
郎「
唱
導
と
王
権
―
得
長
寿
院
供
養
説
話
を
め
ぐ
り
て
―
」（
水
原
一
編『
伝
承
の
古
層

―
歴
史
・
軍
記
・
神
話
―
』桜
楓
社
、
平
成
三
年
）。

（
58
）		松
本
公
一
「
後
白
河
院
の
信
仰
世
界
―
蓮
華
王
院
・
熊
野
・
厳
島
・
園
城
寺
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
文
化
史
学
』五
〇
、
平
成
六
年
）、
註
６
武
笠
氏
論
文（
平
成
十
九
年
）。

（
59
）		関
口
力
「
中
関
白
家
と
熊
野
―
隆
家
と
増
誉
を
中
心
と
し
て
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
八
〇

〈
一
〇
〉、
昭
和
五
十
四
年
。「
中
関
白
家
と
熊
野
」と
改
題
、
同『
摂
関
時
代
文
化
史
研
究
』思

文
閣
出
版
、
平
成
十
九
年
、
所
収
）。

（
60
）		註
47
三
崎
氏
論
文
。

（
61
）		石
田
尚
豊「
熊
野
曼
荼
羅（
聖
護
院
蔵
）」（『M

U
SEU

M

』一
三
二
、
昭
和
三
十
七
年
。
同『
日

本
美
術
史
論
集
―
そ
の
構
造
的
把
握
―
』中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
六
十
三
年
、
所
収
）。

（
62
）		町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館『
版
に
な
っ
た
絵
・
絵
に
な
っ
た
版
―
中
世
日
本
の
版
画
と
絵
画

―
』展
図
録
、
平
成
七
年
、
図
版
№
74
。

（
63
）		山
本
勉「
二
十
八
部
衆
像

　観
音
寺
」（
水
野
敬
三
郎
編『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

　鎌
倉

時
代

　造
像
銘
記
篇
』一
〇
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
二
十
六
年
）。

（
64
）		『
大
正
蔵
経
』二
〇
―
一
三
八
ｂ
。

（
65
）		伊
東
史
朗『
八
部
衆
・
二
十
八
部
衆
像
』（『
日
本
の
美
術
』三
七
九
、
至
文
堂
、
平
成
九
年
）は

こ
の
名
称
を『
千
手
観
音
造
次
第
法
儀
軌
』に
説
か
れ
る「
五
部
浄
居
炎
摩
羅
」に
あ
た
る
も
の

と
指
摘
す
る
。
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五
台
山
「
一
万
文
殊
」
像
か
ら
蓮
華
王
院
千
体
千
手
観
音
菩
薩
像
へ （
佐
々
木
）

（17）

（
66
）  短
冊
形
に
は「
満
善
車
鉢
羅
」の
尊
名
が
書
か
れ
る
が
、
後
補
と
み
ら
れ
る
。

（
67
）  濱
田
瑞
美
「
敦
煌
唐
宋
時
代
の
千
手
千
眼
観
音
変
の
眷
属
衆
に
つ
い
て
」（『
奈
良
美
術
研
究
』

九
、
平
成
二
十
二
年
。「
敦
煌
唐
宋
時
代
の
千
手
千
眼
観
音
変
」と
改
題
、
同『
中
国
石
窟
美
術

の
研
究
』中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
二
十
四
年
、
所
収
）。

（
68
）  秋
山
光
和「
96

　千
手
千
眼
観
音
菩
薩
図
」（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ジ
エ
ス
編『
西
域
美
術

　ギ
メ
美
術

館

　ペ
リ
オ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』一
、
講
談
社
、
平
成
六
年
）。

（
69
）  井
手
誠
之
輔「
千
手
千
眼
観
音
像
軸
」（
嶋
田
英
誠
・
中
澤
富
士
雄
責
任
編
集『
世
界
美
術
大
全

集
・
東
洋
編
』六

　南
宋
・
金
、
小
学
館
、
平
成
十
二
年
）。

（
70
）  幽
玄
斎「
千
手
観
音
像
」（
富
山
美
術
館『
仏
教
絵
画

　幽
玄
斎

　選
』図
録
、昭
和
六
十
一
年
）。

（
71
）  内
田
啓
一
「
宋
請
来
版
画
と
密
教
図
像
―
応
現
観
音
図
と
清
凉
寺
釈
迦
像
納
入
版
画
を
中
心

に
―
」（『
仏
教
芸
術
』二
五
四
、
平
成
十
三
年
。
同『
日
本
仏
教
版
画
史
論
考
』法
蔵
館
、
平
成

二
十
三
年
、
所
収
）。

（
72
）  増
記
隆
介「
紙
本
白
描
応
現
観
音
図
に
つ
い
て
―
そ
の
原
本
の
絵
画
史
上
の
位
置
―
」（『
か
が

み
』四
二
、
平
成
二
十
四
年
。「「
紙
本
白
描
応
現
観
音
図
」と
呉
越
国
」と
改
題
、
同『
院
政
期

仏
画
と
唐
宋
絵
画
』中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
二
十
七
年
、
所
収
）。

（
73
）  註
71
内
田
氏
論
文
、
註
50
拙
稿
。

（
74
）  註
６
武
笠
氏
論
文（
平
成
十
九
年
）。

（
75
）  菊
竹
淳
一「
個
人
と
国
家
の
作
善
業
―
平
安
の
仏
教
版
画
」（
中
野
政
樹
ほ
か
編『
日
本
美
術
全

集
』七

　曼
荼
羅
と
来
迎
図
、
講
談
社
、
平
成
三
年
）。

（
76
）  建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
に
脩
明
門
院
藤
原
重
子
が
熊
野
に
参
詣
し
た
さ
い
の
表
白
に
は
、

「
一
万
十
万
文
殊
普
賢
也
」の
文
言
が
あ
る（
註
56
書
、
二
七
五
頁
）。「
一
万
」と
は
熊
野
十
二

宮
の
う
ち
の
一
万
宮
で
、
文
殊
菩
薩
を
本
地
仏
と
す
る
。
本
表
白
で
は
、「
清
凉
山
」に「
一
万

菩
薩
」が
住
む
と
の
認
識
も
し
め
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
一
万
」が
ほ
ん
ら
い
の
意
味
か
ら
発

展
し
、
文
殊
の
垂
迹
形
と
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

（
77
）  藤
田
明
良「
南
都
の「
唐
人
」」（『
奈
良
歴
史
研
究
』五
四
、
平
成
十
二
年
）、
渡
邊
誠「
後
白
河

法
皇
の
阿
育
王
山
舎
利
殿
建
立
と
重
源
・
栄
西
」（『
日
本
史
研
究
』五
七
九
、平
成
二
十
二
年
）。

（
78
）  皿
井
舞「
勧
進
と
結
縁
の
思
想
的
背
景
―
『
覚
禅
鈔
』造
塔
法
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
」（
覚
禅

鈔
研
究
会
編『
覚
禅
鈔
の
研
究
』親
王
院
堯
榮
文
庫
、
平
成
十
六
年
）。

（
79
）  註
77
渡
邊
氏
論
文
。

（
80
）  註
56
書
、
二
三
二
～
二
三
三
頁
。
後
白
河
の
清
凉
寺
釈
迦
像
礼
拝
と
模
刻
に
つ
い
て
は
、
皿

井
舞
「
日
本
彫
刻
史
に
お
け
る
金
泥
塗
り
技
法
の
受
容
に
つ
い
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本
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と
中
世
寺
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、
小
学
館
、
平
成
二
十
五
年
）を
参
照
。
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月
十
三
日
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国
書
刊
行
会
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玉
葉
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、
名
著
刊
行
会
、
昭
和
四
十
六

年
）。
上
川
通
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後
白
河
院
の
仏
教
構
想
―
寺
院
法
と
手
印
―
」（
註
６
古
代
学
協
会
編
書
）。



− 133 − （18）

年表　平安時代における同一尊の大量造像（千体以上）
本年表は註21泉氏論文、註22上川氏論文所収の年表、林温「千体地蔵菩薩図について」（『仏教芸術』241、平成10年）註31をも
とに、若干の事項を加えたものである。制作にあたっては、東京大学史料編纂所ＨＰのデータベースを参照した。
本来的に多数尊の造像を必要とする、あきらかに千仏または三千仏の制作とわかる事例と、仁王会に関する造像は除いた。
年月日 事項 出典
正暦5年（994）2月17日 藤原道隆、積善寺で釈迦如来画像一万体を供養。 門葉記、扶桑略記
寛弘2年（1005）3月22日 藤原実資、不動明王像一万体を図絵。 小右記

寛弘7年（1010)3月21日 行円、行願寺で「三千余体仏像」（または「千躰仏」）を図絵。 日本紀略、御堂関
白記

治安3年（1023）閏9月18日 藤原実資、薬師如来像一万体を造像。 小右記
万寿5年（1028）7月1日 後一条天皇、中宮威子御産御祈の五天画像各一万体を発願。 小右記

承保4年（1077）8月19日 源俊房、仏師良仁に十一面観音像三千余体を図絵させる。中尊は一搩手半像、そ
の他は約一寸。 水左記

承保4年（1077）8月20日 源俊房、仏師良仁に延命菩薩像三千余体を図絵させる。中尊は一搩手半像、その
他は約一寸、一万体を奉る願あり。 水左記

承保4年（1077）8月30日 源俊房、延命菩薩像六千余体を供養。20日に供養した三千余体とともに一万体に
満ちる。 水左記

嘉保3年（1096）2月1日 維範、不動明王像万体を摺写。 拾遺往生伝
長治2年（1105）7月7日 藤原忠実、半丈六愛染明王彫像を造り始め、愛染明王画像万体を図絵。 殿暦

長治2年（1105）10月16日 仏師院助が半丈六愛染明王彫像の頭部を、絵仏師範順が愛染明王画像万体を藤
原忠実に渡す。 殿暦

長治2年（1105）
この年の年紀をもつ阿弥陀如来坐像印仏（浄瑠璃寺阿弥陀如来坐像納入品、通称
「十二体一版」）あり。同像納入品の阿弥陀如来坐像摺仏（通称「百体一版」）を加
え、総計数万体に達したか。

個人蔵「十二体一
版」付属紙縒墨書

嘉承元年（1106）2月27日 藤原忠実、愛染明王像万体を供養。 殿暦
天治元年（1124）5月27日 鳥羽上皇、不動明王画像千体を供養。中尊は丈六像。 永昌記

大治2年（1127）7月14日 白河法皇・鳥羽上皇・待賢門院、不動明王像（彫像か）百体および不動明王画像千
体を供養。 中右記

大治4年（1129）7月18日 待賢門院、千手観音像百体（「或いは造立、或いは図絵」）を供養。また不動明王画
像千体および丈六像一体を供養、この日より十日で万体を供養。 中右記

大治4年（1129）7月20日 待賢門院、「仏像」百体を供養、この日より十日で千体を供養。 長秋記
大治4年（1129）閏7月18日 藤原為隆、宝寿院にて不動明王像万体を摺写供養。 永昌記
大治5年（1130）6月12日 鳥羽上皇、等身釈迦如来像千部（体カ）を供養。 中右記
天承元年（1131）10月10日 鳥羽上皇、法勝寺で等身聖観音像千体を造り始める。 平時信記
長承元年（1132）2月28日 「白河院御願千体観音」を「御堂」に安置。 中右記

長承元年（1132）3月9日 鳥羽上皇、白河得長寿院観音堂を供養。丈六正（聖）観音坐像および等身正観音立
像千体を安置、像内に「千体予（小カ）仏」を納入 中右記

久安3年（1147） 道寂、この年までに一搩手半観音像一千体を造立。 本朝新修往生伝
久安3年（1147）11月30日 鳥羽法皇、阿弥陀如来像一千体を図絵。 本朝文集
久安6年（1150）7月8日 鳥羽法皇、法勝寺で延命木像千体を供養。 台記、本朝世紀
久安6年（1150）10月7日 鳥羽法皇、阿弥陀如来像千鋪を図絵。 本朝文集
仁平元年（1151）6月13日 覚法法親王、高野山金堂で一尺阿弥陀如来坐像千体を供養。 高野春秋

仁平元年（1151）8月4日 鏡祐、釈迦三尊像千体を造立、供養。 豊楽寺薬師如来坐
像像内墨書

仁平2年（1152）9月20日 康慶作の五尺吉祥天彫像を供養、像内に吉祥天像三千十体を「写摺」し納入。 吉祥天像納入経巻
奥書

仁平2年（1152）12月18日 鳥羽法皇、三尺金色阿弥陀像千体を造り始める。 本朝文集
仁平3年（1153）7月 鳥羽法皇、阿弥陀如来像一千体を図絵。 本朝文集
久寿元年（1154）6月8日 藤原頼長、鳥羽法皇のために等身薬師如来坐像と五寸薬師如来立像千体を供養。台記

久寿元年（1154）6月8日 藤原忠通、実厳に五十箇日の不空羂索法を修させ、この日結願。不空羂索観音の
「印仏」三千五百体を「奉摺」。 巻数集

平治元年（1159）2月22日 後白河上皇、白河阿弥陀堂を供養、三尺阿弥陀如来像千体を安置。 山槐記

応保2年（1162）3月7日 中川寺旧蔵毘沙門天立像（現・東京国立博物館蔵）納入品の毘沙門天立像印仏を
供養、紙背に「千躰内」の墨書あり。 印仏紙背墨書

長寛2年（1164）9月22日 東大寺大極殿で公家御祈の万僧供養がおこなわれ、丈六延命菩薩画像と延命菩
薩「摺仏」万体を供養。 醍醐雑事記

長寛2年（1164）12月17日 後白河上皇、蓮華王院本堂を供養、千手観音像（丈六坐像とみられる）および等身
千手観音千体を安置。等身像の像内に千手二十八部衆摺仏を納入。 百錬抄

仁安2年（1166）2月19日 藤原邦綱、故摂政近衛基実のために釈迦如来画像千体を供養。 山槐記
承安2年（1172）3月15日 平清盛と後白河法皇、千僧を供養。道場に仏像一千体を安置したという。 玉葉、古今著聞集
安元2年（1176）4月2日 後白河法皇、法住寺殿内の持仏堂を供養、千手観音像千一体と二十八部衆像を安置。吉記、百錬抄

治承元年（1177）8月13日 勝賢、嵯峨の地蔵堂を供養。三尺地蔵菩薩像を安置し、像内に「千体尊容」を納入。国立歴史民俗博物館本『転法輪鈔』※

治承3年（1179）11月28日 覚音寺千手観音立像供養。納入品の千手観音立像印仏のうち一紙に「四十九枚」
の墨書あり、印仏は一紙につき三十体を捺す。 印仏紙背墨書

※山崎誠「「転法輪鈔」繋年考」（『国文学研究資料館紀要　文学研究篇』33、平成19年）参照。


